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第１章   戦略策定に当たっての背景、位置付け、目的 

 

１．   策定の背景 

・ 1992 年 6 月、地球サミットにおいて「生物多様性条約」の署名が始まりました。条約
の目的は、「生物多様性の包括的な保全と持続的な利用の推進」です(コラム１)。日本
は 1993 年 5 月にこの条約を締結し、1993 年 12 月に条約は発効されました。この条約
によって日本は生物多様性国家戦略を策定することになり、平成 7 年（1995 年）に初
めての生物多様性国家戦略が策定されました。5 代目にあたる現行の国家戦略は、平成
24 年（2012 年）9 月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012～2020」です(コラ
ム２)。 

 
・ 生物多様性条約の締結以降、日本は国内関連法の整備も実施しました。生物多様性に関

する施策の総合的、計画的な推進を目的に、平成 20 年（2008 年）生物多様性基本法が
制定されました。その影響は大きく、「日本の自然保護史に新たな 1 ページ」と賞賛さ
れています。生物多様性基本法によって、それまで国内法の根拠がなかった生物多様性
国家戦略の策定が義務化され、同法第 13 条では地方公共団体による地方版戦略の策定
が努力義務化されたのです。 

 
・ 平成 30 年、阿南市は市区町村として四国初（中四国でも 4 番目）の生物多様性地域戦

略の策定に着手しました。阿南市の豊かな生きものや自然を守りつつ、持続的に利用し
てまちを活性化させるための長期的な計画が必要な時期である、という判断からです。
市区町村による生物多様性地域戦略の策定が遅々として進んでいない中（平成 31 年 3
月末現在わずか 4％）、先進的な取組です。 

 

２．    上位計画との関連と位置付け 

・ 阿南市には、まちづくりの最上位計画として、第５次阿南市総合計画「しあわせ阿南
2020」があり、その期間は平成 28 年から令和 2 年までです。総合計画は、まちづくり
の目標である将来都市像を掲げ、それを実現するための施策を明らかにするための計
画で、体系的、計画的に事業を進めていくための指針となるものです。 
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・ 阿南市の環境分野における基本計画は、平成 6 年に制定された「阿南市環境基本条例」
のもと策定された「阿南市環境基本計画」（平成 10 年策定、平成 24 年改定）です。阿
南市はこれに基づき、省資源や省エネルギーに努めるとともに、自然環境の保全と快適
な環境の創造に取り組むなど、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の形成
をめざし、循環型都市づくり、自然環境と調和する都市づくりを進めています。 

 
・ 「生物多様性あなん戦略」は、「しあわせ阿南 2020」や「阿南市環境基本計画」によっ

て示された生物多様性の保全と活用に関する基本計画の実現に向けた実施計画として
位置付け、主要事業の具体的な実施内容を示します。 

 
 

３．   生物多様性の重要性とその危機、地域戦略の必要性 

３－１ 生物多様性とは 
生物多様性（biodiversity）という言葉の歴史は浅く、1980 年代半ばに作られました。生

物多様性基本法の定義によると、生物多様性とは、「様々な生態系が存在すること並びに生
物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう」とあります。すなわち、生物多様性
とは、生物は 3 つの異なるスケール、遺伝子、種、生態系において多様な豊かさをもってい
ることを包括的に示す言葉です。 

（１）遺伝子の多様性 
たとえ同じ種類の生物であっても、それぞれの遺伝情報は完全に同一ではありません。そ

の違いが、形質や生態に変化を生じさせ多様性を育んでいます。たとえば、伊島のササユリ
ですが、島内でも個体ごとに花の色や香りの強さ、草丈などが異なります。身近なメダカや
ホタルも生息域ごとに遺伝的な違いをもつ集団を形成していることが多く、地域性を考慮
しない安易な放流等は遺伝子の地域的固有性を乱すことになります。 

（２）種の多様性 
3 つの多様性のうち、種の多様性が感覚的にはもっとも理解しやすいでしょう。子供の

頃、動物園や水族館などでその多様さに感動したはずです。では、地球上にはいったい何種
類の生物が存在するのでしょうか？生物の種数を正確に把握するのはとても難しいのです
が、約 1000 万種とも言われています。 

（３）生態系の多様性 
阿南市には、遍路道となっている山間部、那賀川・桑野川流域の里地里山、北の脇・淡島・

中林海岸などの砂浜、蒲生田岬や伊島の岩礁など、多様な生態系があります。それぞれの生
態系ではその環境に適応した生物が暮らしており、生態系の種類が多いほど、そこにすむ生
物も多様だと言えます。そういった意味でも、山、里、川、海、全てが揃っている阿南市は、
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生物多様性の宝庫と言えます。 
 

３－２生物多様性の恵み 
「生態系から人社会へ供給される様々な恩恵」をまとめて生態系サービスと呼びます（図

1-1）。食料や原材料の提供から始まり、気候の調整や環境浄化、そして伝統文化やレクリエ
ーションまで、私たちの生活は生態系サービスによって成り立っています。これらの機能や
役割を人工的に代替することは困難で、もし出来たとしても莫大なコストが必要となりま
す。よって、生態系の構成要素である生物多様性は生態系サービスの根源であり、健全な生
物多様性を維持しないと、安全で安心できる暮らしが脅かされることになります(コラム
5)。 

 
図 0-1 私たちの暮らしを支える生態系サービス 

 
表 0-1 私たちの暮らしを支える生態系サービス 

 

供給サービス
食料の提供

 原材料（建築素材・繊維・染料・天然樹脂・ゴム・油脂・医薬原料）
 エネルギー資源（水力・バイオマス燃料）
 調整サービス 気候調整（光合成による二酸化炭素吸収を含む）
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３－３  生物多様性に迫る 4 つの危機 
「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、日本における生物多様性劣化の原因を以下のよ

うに 4 つの危機としてまとめ、警鐘を鳴らしています。 
（１）第 1 の危機：開発など人間活動による危機 

第 1 の危機は、開発や乱獲など人が引き起こす負の影響です。 
沿岸域の埋め立て、森林の転用などの土地利用の変化は、生息・生育環境の破壊と劣化を

引き起こします。さらに、経済性や管理の効率性を優先した河川の直線化・固定化やダム・
堰などの整備、農地や用水路の整備は、野生動植物の生息・生育環境を劣化させました。ま
た、鑑賞用や商業的利用による個体の乱獲、盗掘など直接的な生物の採集は個体数の減少を
もたらしました。 

（２）第 2 の危機：自然に対する働きかけの縮小による危機 
第 2 の危機は、第 1 の危機とは逆に、自然に対する人間の働きかけが縮小・撤退するこ

とによる影響です。 
気温が高く降水量の多い日本では、野焼きや放牧のように人が手を入れないと草原は草

原として存在できず、やがて森になります。里地里山の薪炭林や採草地（草原）は、かつて
は経済活動・日常生活に不可欠なものとして十分に維持・管理されてきました。こうした人
の手が加えられた地域は、その環境に特有の多様な生物を育んできました。しかし、産業構
造やエネルギー利用の変化と、人口減少や高齢化による活力の低下に伴い、里地里山では、
自然に対する働きかけが縮小し、危機が継続・拡大しています。 

（３）第 3 の危機：人間により持ち込まれたものによる危機 
第 3 の危機は、外来種や化学物質など人間活動によって持ち込まれたものによる危機で

す。 
阿南市でも多くの外来種が侵入・定着し、市固有の生物相や生態系を改変し、大きな脅威

となっています。また、家畜やペットが野外に定着して生態系に悪影響を与えることもあり
ます。生物多様性への悪影響が懸念されている化学物質は、PCBs（ポリ塩化ビフェニル類）、
農薬類、ダイオキシン、内分泌撹乱物質（いわゆる環境ホルモン）など様々です。 

 洪水制御
 廃棄物の分解と無毒化
 

文化的サービス
文化的・知的・精神的な刺激

 レクリエーション・エコツーリズム・バードウォッチング
 教育的価値
 

基盤サービス
栄養塩の循環

 植物による一次生産
 水循環
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（４）第 4 の危機：地球環境の変化による危機 
第４の危機は、地球温暖化など地球環境の変化による生物多様性への影響です。IPCC に

よる第 5 次評価報告書によると、今世紀末までに世界の平均気温は 0.3～4.8℃の上昇が予
測されています。陸上では、様々な生物の分布のほか、植物の開花や結実の時期、昆虫の発
生時期などに変化が生じる可能性があります。海洋では、海水温の上昇による生物の分布域
の変化や海洋酸性化、サンゴの白化や藻場の消失が予測されています。生物多様性は我々の
生活基盤そのものであるため、食料の生産適地の変化、害虫などの発生量の増加や発生地
域・ 発生時期の変化、蚊など感染症媒介生物の分布域の拡大など、生物多様性の変化を通
じて人間生活や社会経済へも大きな影響を及ぼすことが予測されます。 
 

３－４ 地域戦略の必要性 
（１）生態系サービス継承気運の高まり 

平成 30 年 9 月に行った阿南市におけるアンケートによると、88％の回答者が阿南市の自
然や生き物は豊かだと認識していました。また、95％の回答者が阿南市の豊かな自然とその
恵みを次世代に引き継ぐことが重要だと考えていました。さらに、同アンケートで阿南市の
生物多様性という言葉の認知度は、全国平均や各自治体と比べても、非常に高い(81.5％)こ
とが明らかになりました。いまこそ地域戦略を策定し、計画的に自然の豊かさとその恵みを
保全・活用すべきタイミングだと言えるでしょう。 
（２）なぜ阿南市独自に「生物多様性あなん戦略」が必要なのか？ 
①阿南市の生物多様性は独自のもの 

生物多様性は、長い時間をかけてそれぞれの地域の環境に適応・進化して形成されます。
よって、阿南市の生物多様性は、阿南市の環境に適応した阿南市特有のセットが出来ていま
す。例えば、アナンムシオイやイシマスゲなどは、地球上で阿南市だけにすむ固有種です。
阿南市の生物多様性の現状や課題を独自に評価し、阿南市に適した守り方・活用法の検討が
重要になります。 
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②阿南市特有の課題に対応 
世界的に生物多様性の劣化が問題にな

る中、阿南市でも特有の課題を抱えていま
す。個体数が減少傾向にある伊島のササユ
リ（写真 1-1）、産卵上陸回数が減少傾向に
あるアカウミガメ（写真 1-2）、手入れされ
ずに拡大する竹林の増加、下草や低木が密
生した東部海岸の松林などは阿南市特有
の課題であり、しっかりした対応を個別に
考えていく必要があります。 
 
 
③初等・中等教育や市民啓発は阿南市の
担当 

小学校や中学校における教育や阿南市
民へ啓発や情報提供の責任は、まずは阿
南市にあり、徳島県や国は直接的に関与
しません。そして、生態系サービスを持
続可能にして、その恵みを受け続けて行
くには、まずは市民がその重要性や価値
を知り、行動する必要があります。地域
戦略の柱の 1 つは市民の教育と啓発であ
り、阿南市の状況に応じた計画的行動が
必要です。 
 
④長期的な視野で計画的に取り組める 

福井町大宮八幡神社にあるクスノキの推定樹齢は、なんと 800 年。生態系を支える樹木
は人間の寿命をはるかに超えて生き続けます。よって、生物多様性や生態系の保全や活用の
取組には、長期的視野で計画的な対応が必要です。戦略を策定することで、首長、議会、行
政担当者等が入れ変わっても方針が揺らがないという利点があります。  

 
⑤成熟した市民社会が実現 
 生物多様性あなん戦略は、阿南市が主体的に策定しますが、決して阿南市だけに責任があ
るわけではなく、その推進と成功には、市民、市民団体、事業者、教育機関、研究機関など、
多様な主体の協力と連携が不可欠です（第 5 章参照）。こういった協働のプロセスや経験が
増えることで阿南市民のネットワークが充実し、市民のスキルアップにより、市民社会の成

 
写真 0-2 産卵上陸回数が減少傾向にある
アカウミガメ 

 
写真 0-1 個体数が減少傾向にある伊島のササ
ユリ 
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熟が期待されます。 
 

４．   官学連携による生物多様性あなん戦略策定までのプロセス 

・ 阿南市と独立行政法人・国立高等専門学校機構・阿南工業高等専門学校は、「阿南市の
生物多様性の保全とまちづくりへの活用」を目的に、平成 24 年より連携事業を進めて
います。 

 
・ 第一期（平成 24～26 年）では、既存の文献や専門家および多くの市民から阿南市内の

貴重な生物や豊かな自然についての情報・意見を集め、阿南市の自然豊かな地域 6 ヵ
所を「阿南市生物多様性ホットスポット」として選定しました。「阿南市生物多様性ホ
ットスポット」については、2 章で詳しく紹介します。 

 
・ 第二期（平成 27～29 年）では、モデル事業として伊島で実践的なホットスポット啓発

活動や保全のしくみ作りに取り組みました。伊島の関係者とともに「伊島ささゆり保全
の会」を立ち上げ（コラム３）、ササユリの保全と活用を議論しました。保護活動の実
践として、島外から草刈りボランティアの受け入れを開始し、ササユリ自生地の管理を
進めています。 

 
・ 第三期（平成 30～令和 2 年）には、長期的かつ計画的な阿南市の生物多様性の保全と

活用を実現するために、阿南市の生物多様性地域戦略である、「生物多様性あなん戦略」
の策定を開始しました。本戦略策定のための調査、調整、委員会運営、戦略執筆は阿南
市と阿南高専の協働作業です。官学連携が前面に出た地域戦略の策定例は少なく、資源
や人材の厳しい基礎自治体における地域戦略策定促進のモデルケースと言えます。 
 

・ こういった連携事業の成果をもとに、平成 25 年度からは、毎年度末、「阿南市生物多様
性フォーラム」を開催しました（コラム４，表１－３）。平成 30 年 2 月までに開かれ
た計 6 回のフォーラムには、のべ 600 名以上の市民参加が得られ、生物多様性に対す
る市民の意識も徐々に向上していくのが感じられました。 

 

５    戦略の目的 

「生物多様性あなん戦略」の目的は、「阿南市の豊かな生物多様性を計画的かつ適切に保全
し、その持続的な利用によって本市の活性化を図ること」です（表 1-2）。 
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そのために本戦略では、阿南市の生物多様性に関して、 
Ø 現状や地域特性、課題を明らかにします。 
Ø 目指すべき姿である基本理念を明らかにします。 
Ø 課題に対応するための基本戦略と基本戦術を明らかにします。 
その上で、 
Ø 基本戦略にそって実施する重点施策や既存の施策体系を明らかにします。 
Ø あなん戦略を推進していくための推進体制や進行管理を明らかにします。 
 
 
 
表 0-2 生物多様性あなん戦略の概要 

 
コラム 1 「自然保護」だけは、時代遅れ 

Ø 生物多様性条約の目的は、「生物多様性の包括的な保全と持続的な利用の推進」
です。よって、自然を守ることだけではなく、持続性が保たれるなら地域の活性
化等のためにどんどん活用しよう！ということが国際的にも認められています。 
 

コラム 2 「戦略」ってなに？ 
戦略とは、「ある目的を達成するために、長期的・全体的展望に立った準備・計
画・運用の方策」のことです。ちなみに、戦術は、戦略の具体的遂行策になりま
す。よって、「生物多様性あなん戦略」とは、阿南市の生物多様性の保全・持続
的な利用について、長期的視野の準備・計画・運用方策を掲げるものです。 

 
コラム 3 伊島ささゆり保全の会 

Ø メンバー：伊島町会、伊島中学校、伊島中学校 PTA、伊島婦人会、伊島老人会、
伊島青年団、阿南市、KITT 賞賛推進会議、阿南工業高等専門学校、新ささゆり
会 

Ø 平成 28 年に設立された伊島ささゆり保全の会は、阿南市生物多様性ホットスポ

 項目 内容
 戦略の名称 生物多様性あなん戦略 

～あなんの「ごっつい自然」でまちを元気に！～
 上位となる計画 阿南市総合計画、阿南市環境基本計画
 根拠となる法令 生物多様性基本法 第 13 条
 目的 阿南市の豊かな生物多様性を計画的かつ適切に保全し、その持続

的な利用によって本市の活性化を図ること
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ットかつ、重要里地里山である伊島における、ササユリ(絶滅危惧 IA 類(徳島県))
の保全と活用事業を行っています。島外からの生息地管理のボランティアの受
け入れ（写真 1-3）、徳島大学鎌田研究室の協力による科学的な知見の蓄積、生
育地管理や啓発事業などを行っています。 

Ø これらの活動が評価され、伊島ささゆり保全の会の事業は、国連生物多様性の
10 年日本委員会 (UNDB-J）によって、平成 30 年 9 月、愛知目標の達成に向け
た連携事業として認定されました（図 1-2）。 

 

写真 0-3 伊島のささゆりボランティア活動の様子 
 

コラム 4 阿南市生物多様性フォーラムのあゆみ 
Ø 平成 25 年度に第 1 回を開催し、以降、毎年度末に実施してきました。 
Ø 阿南市の豊かな生きものを知ることから、ホットスポットの選定と公表、伊島を

モデルとした保全と活用の事例紹介など、毎年テーマや方法を変えて、実施して
きました。 

Ø 生きもの単体の魅力から、ホットスポットという生きものの住む環境の大切さ、
さらには、ホットスポットの連携の模索、阿南市全体の生きものの豊かさを次世
代へつなぐための地域戦略策定と、活動は、点から面への広がりを見せています。 

 
表 0-3 阿南市生物多様性フォーラムのあゆみ一覧 

 回 開催日 サブテーマ 概要
 第 1 回 平成 26 年 2 月

8 日
生き物から見た阿南
市の魅力再発見

・様々な分野の生きもの専門家より、阿
南の魅力を語っていただきました。

 第 2 回 平成 27 年 2 月
21 日

未来へつなごう！あ
なんのごっつい自然

・阿南市生物多様性ホットスポット 6
か所の公表がされました。

 第 3 回 平成 28 年 2 月
13 日

「ササユリの香りた
だよう伊島」森里川海
ミニフォーラム in 阿
南市

・環境省が取り組む「つなげよう、支え
よう森里川海」プロジェクトや生物多
様性ホットスポットの先進地である伊
島での希少種保護活動などが紹介され
ました。

図 0-2  UNDB-J により認定された  
事業だけが使えるロゴマーク
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コラム 5 生態系と生物多様性の関係 

Ø 生態系とは、「ある地域にすむ生物の集団とそれを取り巻く非生物的環境」を「シ
ステム」として捉えたものです。阿南市には、河川の生態系、岩礁の生態系、干
潟の生態系、森林の生態系などがあり、多様な生態系に恵まれています。生物多
様性は、生態系を構成する重要な要素と言えます。(写真 1-4～写真 1-8) 

 

 第 4 回 平成 29 年 2 月
25 日

伊 島 の 豊 か な 自 然 
保全と活用を目指し
て

・伊島のササユリ保全活動や先進地事
例の講演と、伊島をモデルに豊かな自
然の保全・活用を協議しました。

 第 5 回 平成 30 年 2 月
10 日

未来へつなげよう！
あなんのごっつい自
然

・ホットスポット選定 3 周年を迎え、
各ホットスポットの活動紹介をすると
ともに、今後の活動連携、さらに活用し
ていくための生物多様性地域戦略策定
について議論しました。

 第 6 回 平成 31 年 2 月
9 日

生きものと暮らすま
ちづくり

・「生物多様性あなん戦略」策定を目指
し、先進地事例を学ぶとともに、「生き
ものを活かした阿南の未来づくり」に
ついて会場全体ワークショップを実施
しました。

 
写真 0-47 那賀川左岸の砂泥干潟

 
写真 0-6 蒲生田岬の大池

 
写真 0-54 蒲生田からみた太平洋と岩礁海
岸
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写真 0-75 那賀川中流（加茂谷）

 
写真 0-8 人工護岸がなく、森から干潟に連続する海岸（阿南市大潟町）
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第２章   生物多様性の現状と課題 

１．   阿南市の概況 

１－１ 自然的概況 
（１）気候（気象台気候データの見える化） 

徳島県は北部（特に西部）が瀬戸内海式気候に属し、南部は太平洋側気候に属しています。
降水量の特徴として、北部は全国的に見て少雨地域ですが、南部は多雨地域となっており、
阿南市はその中間に位置します。椿町蒲生田の気象観測所では、年平均降水量はおよそ
2000mm(1981 年から 2010 年の平均値)です。県内で最も降水量が多い福原旭および木頭の
観測所では約 3000mm、最も少ない剣山北側の穴吹および池田観測所の約 1400mm であり、
これらと比べると、およそ中間の値となっています。さらに、徳島県は面積の約 8 割を山地
が占め、県西部の山間部では沿岸部に比べ気温の変動が大きいなど、気象特性は非常に複雑
です。これらの気象的な特性によって、徳島県では自然災害が多く発生しています。 

また、蒲生田における年平均気温は、約 16℃(1981 年から 2010 年の平均値)です。これ
は県西部の剣山山麓地方と比べ 4℃高い値です。徳島地方気象台の観測による年平均気温
は、長期的に確実に上昇しており、100 年あたり 1.5℃（統計期間：1892～2018 年）の割合
で上昇しています（図 2-1）。気温の変動は地球温暖化の影響や観測所が都市部にあること
によるヒートアイランドの影響、さらに数年～数十年程度で繰り返される自然変動が重な
っていると考えられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 0-1 年平均気温の変化 （徳島、徳島地方気象台 HP）
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（２）地形・地質 
徳島県の地形は南北で大きく異なります。阿南市のある南部は、県西部の剣山から東およ

び南に斜面が太平洋に向かって伸びています。四国の南の海洋プレートは大陸側のプレー
トの下方に海洋側のプレートが潜り込む運動で、上側のプレートの地層がはぎ取られ、陸側
に付加されていくため、阿南市には秩父帯～四万十帯に属する付加堆積岩類が広く分布し
ています。秩父帯には、石炭紀かそれ以前（3 億 6000 万年以前）に海洋プレートで形成さ
れた石灰石等の岩石がジュラ紀（2 億 800 万年～1 億 4600 万年前）に付加されたと考えら
れています。市域では石灰石が採掘されている場所がありますが、これは海洋プレート上の
海山周辺で生息していたサンゴ礁の痕跡です。ほかにも、珪石、石炭、蛇紋岩、ドロマイト
などの非金属鉱山が分布していました。例えば、椿鉱山は県内で珍しい鉄を含む鉱山であり、
また水井鉱山は近傍に若杉山遺跡があり、辰砂を採掘し、一時は国内最大の産出量でした。
さらに星越鉱山は鉄マンガン系のアンバーを産出し、県内で最後まで採掘されていました。 

四国島は第三紀中新世（2300 万年前）に大陸から切り離され、160 万年前頃までの間に
現在の四国の形になりました。その後、現在に至るまで 5 回の氷期と今より暖かい間氷期
が交代で起きています。 

7 万年前から 1 万年前まで続いた最後の氷期の間には年平均気温が現在より 7～8℃低く、
海面が低下したため、蒲生田岬と和歌山県田辺市を結ぶ線が海岸線でした。ヒトが住むよう
になり動物の移動もあったようです。また、淡水魚や水生植物など水辺の生物の現在の分布
は、この時期の水系によって決定されたようです。このあと縄文時代にかけて海面が上昇し、
6000 年ほど前には現在の海岸線より内側に進みました。このように繰り返された気候や地
形の変化によって生物相も変化したと考えられます。 

阿南市の平野部は三角州扇状地で那賀川水系によって作られました（写真 2-1）。那賀川

 

写真 0-1 阿南市の平野部と河口域を形成する那賀川
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の源流は剣山山系のジロウギュウ（標高 1930m）にあって東向きに流下し、阿南市は下流
から河口部に位置します。辰巳工業団地に代表される工業を用水の面から支えると同時に、
肥沃な土地と水を活かした農業も盛んです。那賀川から供給された栄養塩類は、沿岸域の漁
業の基盤をつくると同時に、豊富な生物相を支えています。 

（３）植生から見た土地利用と海域の状況 
植生（＝広域的にとらえた植物のまとまり）の分布と土地利用などから阿南市の生物多様

性の特徴を見てみます(図 2-2)。おおまかな区分では、自然的な土地利用が 7 割、都市的な
土地利用は 3 割という配分になっています。農業的な土地利用は、平野部の水田地帯での
水稲栽培（写真 2-2）、そして日照の長さを活かした野菜、花卉、果樹など施設園芸が盛ん
です。しかしながら、農業者の高齢化や後継者不足により、耕作を停止した農地が増加して
います。また、タケノコ生産が市域南部を中心に取り組まれていますが（写真 2-3）、同様
に管理停止した竹林が拡大しています。里地里山の農業的な利用は、メダカやトノサマガエ
ルなどに代表されるような生き物が生
活できる生態系を維持してきました。
しかし、農作業などを停止してしまう
と環境が変化し、それまで生活してき
た生き物が生き続けられなくなってし
まうことになります。市域ではこのよ
うな人の生活に関わりの深い里地里山
の生き物の減少が懸念されています。 

 

 
図 0-2 市域の植生の分布（自然環境基礎調査 2002 年（環境省）より作成）

写真 0-2 阿南市那賀川町の田園
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海域の特徴についてみてみます。阿南市の東
部は紀伊水道に位置し、那賀川の河川水の影響
もあり塩分・透明度は低く、冬季の最低水温も 9
～10℃と伊島南方の太平洋海域と比べ 5℃程度
の水温差が見られます。一方、プランクトンは植
物性のものが多く、沈殿量は他水域に比べ 2～3
倍となり、豊かな漁業生産を支える基盤となっ
ています。しかし、辰巳町や橘湾などの沿岸部で
は埋立が進み、塩性湿地や干潟の多くは消滅し
ました。内湾性の砂泥干潟は那賀川左岸河口部、
大潟町、橘湾に数カ所見られる程度です。比較的
開放的な場所に見られる砂質干潟は、今津海岸、
淡島海岸、中林海岸、北の脇海岸、蒲生田海岸な
どがあり（写真 2-4）、人には海水浴場、アカウ
ミガメには産卵場所として利用されています
が、昔に比べ浜辺が痩せていることが問題とな
っています（写真 2-5）。魚介類の「ゆりかご」
となる藻場が豊かな伊島沿岸および橘湾は、環
境省によって「重要湿地 500」に選定されていま
す（写真 2-6）。那賀川から南に連なる室戸阿南
海岸国定公園では、比較的多くの海岸（62.6％が
自然海岸、27.4％が半自然海岸）で良好な自然が
保たれており、生態系の基盤として機能してい
ます。 
 
 

（４）動植物の概況 
多様な植生が見られる阿南 

市域の植生の特徴は、３つの区分をもつ植生がみられることにあります。まず橘湾以南と
伊島を含む島嶼部では亜熱帯の植物が含まれる常緑広葉樹林が特徴です。次に、最も広い面
積を占めるのが標高 500m 程度までの暖温帯の植物が含まれる区域です。さらに標高の高
い大龍寺山の山頂や勝浦郡の境界部付近では、落葉樹と常緑樹が交じる中間温帯の森林が
みられます。 

写真 0-4 阿南市東部の海岸線

写真 0-3 整備された竹林

写真 0-5 那賀川河口

写真 0-6 橘湾と伊島
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これらの植生のなかには、希少な植物が含まれ
ます。たとえば、ナカガワノギク(写真 2-7)は渓流
沿いに生育する野生の菊で、日本でも徳島県の限
られた場所にしか生育していません。市域では持
井から上流の那賀川沿いに生育しています。また、
イシマスゲは伊島にだけ生育する珍しいスゲです
(コラム６)。海岸性と山地性のスゲの両方の特徴
をもっています。さらに市内にはヒゼンマユミの
四国唯一の自生地、タチバナの自生も確認されて
います。このような希少で特徴的な植物が生育で
きる生態系が維持されていることは、この他にも
希少で多様な植物が生育する環境が維持されていることを示しています。 
 
コラム６ 阿南市の固有種① イシマスゲ 

イシマスゲ（カヤツリグサ科）は、2018 年に発表されたアオヒエスゲとヒゲスゲの自然
交雑種で、世界で伊島しか発見されていません。伊島では、両種が自生するところに点在し，
合計７株が発見されました。山地性のアオヒエスゲと海岸性のヒゲスゲが同所的に生育を
することは稀ですが、伊島のような急峻で小さな島では同所的生育が比較的起こりやすい
ことが推測されています。イシマスゲの生態解明には、さらなる研究が必要でしょう。 

阿南高専 大田直友 
 

日本有数の渡りの中継地 
哺乳類の分布状況は、県内

の他地域と共通点が多く、「生
物多様性とくしま戦略」の資
料編に詳細があります。鳥類
は徳 島県で記 録され ている
369 種のうち 8 割以上の 304
種が確認されています。これ
は森、里、川、海などに多様な
生態系が存在し、伊島や蒲生
田岬がサシバ、ハチクマ、オオ
タカ、ハイタカなど様々なタ
カ類の日本有数の渡りの移動中継地として利用されているためです（写真 2-8）。出島野鳥
園及びその周辺部で記録された野鳥は２００種類を超えており、チュウヒは出島野鳥園の
シンボル的な存在です(写真 2-9)(コラム７)。また河川、ため池、耕作地の湿地などの多様

 
写真 0-7 ナカガワノギク（加茂谷）

写真 0-8 日本有数の渡りの中継地（蒲生田岬-伊島ライン）
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な水辺環境があり、安全なねぐらがあることなどによって、ナベヅルやコウノトリの飛来も
見られます。 

 

 
写真 0-9 チュウヒ（出島野鳥園） 

 
写真 0-10 ハイタカ（蒲生田） 

 
写真 0-11 オオタカ（出島） 
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写真 0-12 コムクドリ（出島） 

 

 
写真 0-13 サンカノゴイ(出島) 

 

 
写真 0-14 チュウシャクシギ（那賀川） 
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コラム７ 出島野鳥園で注目の野鳥 
貴重な海岸湿地の環境をベースに出島野鳥園が開園して 24 年が経過しました。開園前か

ら続いていたチュウヒの越冬は世代を交代し現在も続いています。また、サンカノゴイのよ
うにめったに見られない野鳥も毎シーズン越冬が確認されています。チュウヒ、サンカノゴ
イ、いずれも湿地に依存する野鳥であり、環境省のレッドリストでは絶滅危惧ⅠＢ類に指定
された貴重な種です。これらの野鳥の姿を求めて遠く県外からの来園も珍しくありません。 

開園より２4 年の経過で園内及び周辺部の環境も変化しました。すなわち野鳥などによる
種子散布で多様な植物が繁茂するようになって「野鳥のサンクチュアリ」らしくなったこと
です。それに連れて小鳥の種類、数が増えました。春秋の渡り時期にはオオルリ、キビタキ、
サンコウチョウといった夏鳥の姿をよく見かけます。特に春の渡りで立ち寄るコムクドリ
はその羽数の多さから特筆すべき野鳥です。 

また、冬季にはチュウヒ以外のタカ類もよく見られます。普段は目にする機会が少ないオ
オタカ、ハイタカ、ノスリなどは野鳥園では普通にしかも近距離で見られます。食物連鎖の
上位者であるタカ類がやって来る出島野鳥園とその周辺はそれだけ自然度が高いと言える
でしょう。 

日本野鳥の会徳島県支部 会員 宮本 勇 
 

豊かな漁場 
魚類は 150 種程度が確認されています。淡水魚については、那賀川水系を中心にアユ、ド

ジョウ、シマドジョウなどが生息し、河口域に近づくにしたがってマハゼ、チチブ類などの
ハゼ類も多くなり、スズキ、クロダイ、アカエイなど海水魚も含まれていきます。また外来
魚のカムルチーやブラックバスが増えていることも特徴です。希少種としては、オヤニラミ
（写真 2-16）、スナヤツメ、カジカ小卵型、トビハゼ、タビラクチ、シロウオ（写真 2-17）
などが生息しています。阿南市で水揚げされる漁獲量は徳島県の漁獲量 11.618ｔのうち
24%（平成 26 年海面漁業生産統計調査）のシェアを誇るとともに、ワカメやアワビ、イセ
エビ、ハモ、太刀魚、サワラは県内 1 位の漁獲と、品質良好で県内外から高い評価を得てい
ます(写真２-19，２-20)。近年、海域では気候変動の影響や磯焼け現象に代表される環境変
化が起こっており、水産漁獲量の減少が懸念されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 0-17 シロウオ 

 
写真 0-16 オヤニラミ
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注目される動物 

このほかにも注目される動物が多く生息
しています。例えば、アカウミガメは環境省
の絶滅危惧ⅠＢ類であり蒲生田海岸をはじ
め市内の海岸で産卵します(写真 2-21)。そ
れと同時に蒲生田には、1954 年から続く世
界で最も長期間のアカウミガメ観察記録が
あり、市民が大切に保護活動を続けている
ことが知られています（写真 2-22）。また、
那賀川河口の泥干潟や大潟町にみられるオ
スの巨大なハサミ脚で有名なカニ、シオマネキは、干潟の埋め立てによって各地で減少して

 

写真 0-20 アワビとサザエ

 

 
写真 0-19 ハモ

写真 0-21 アカウミガメ（蒲生田） 写真 0-22 シオマネキ（那賀川河口）

写真 0-23 アカウミガメの産卵地として徳
島県の天然記念物となっている蒲生田海岸
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おり、絶滅危惧種となっています(写真 2-23)。シオマネキの生息する干潟にはハクセンシ
オマネキなどの希少な甲殻類のほか、ウミニナ類、ヒロクチカノコなどの希少な貝類も生息
しています。そして、2013 年に発表された新種のカタツムリのアナンムシオイは、世界で
も阿南市にしか生息しておらず、それも市内の石灰岩地帯のわずか 2km の範囲に限られて
います(コラム 8)。 
 
コラム 8 阿南市の固有種② アナンムシオイ 

アナンムシオイは 2013 年に新種として発表さ
れたカタツムリの一種です(写真 2-24)。殻の大
きさは約 3 ミリで，カタツムリと聞いて多くの人
がイメージするセトウチマイマイなどと比べる
と，10 分の 1 ほどの大きさしかありません。小
さいことに加えて，個体数が少なく，落ち葉の下
にいるため，簡単には見つからない珍しい生物で
す。 

その場所でしか見られない種を「固有種」と呼
びますが，アナンムシオイは日本の固有種であ
り，阿南市の固有種であり，今のところ加茂谷地域の固有種でもあります。これほど生息範
囲が限られているのは，石灰岩などの特殊な地質が関係していると考えられています。狭い
範囲に生息する種は，現在の生息地がなくなると絶滅の危険にさらされることになります。
目立たない生物にとって特に怖いのは，その存在が知られずに，樹木の伐採などによって生
息環境が改変されてしまうことです。これからもアナンムシオイと共に生きていくために，
捕獲等がないように配慮しつつ，「そこにいる」ことを広く知ってもらい続けることが大切
です。 

四国大学 松田春菜 
 

自然公園と重要湿地、重要里地里山 
市域の一部は貴重な生態系を含む自然公園に指定されています（表 2-1）。それぞれ、室

戸阿南海岸国定公園、中部山渓県立自然公園、東山渓県立自然公園が指定されています。 
さらに、環境省は、生物多様性が保たれる上で重要度が高いと考えられる湿地を示し、湿

地保全・再生の取組を活性化することを目的として、阿南市において、①大津田川流域の用
水路網、②橘湾、③蒲生田海岸および周辺湿地、④伊島および周辺沿岸（写真 2-25）を重
要湿地 500 に選定しています。①大津田川流域の用水路網には、農業用水路の生態系が良
好に維持され、貴重な水生植物が多く生育しています。②橘湾にはイトモク、タマハハキク
モ、ノコギリモク、カジメ、アマモの生育地がまとまって存在しています。③蒲生田海岸お
よび周辺湿地には、アカウミガメの産卵地であり長く調査されていること、エサキアメンボ

写真 0-24 アナンムシオイ（加茂谷）
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などの貴重な昆虫類が生息していることが評価されています。そして、④伊島および周辺沿
岸はフシスジモクの生育地があり、水田跡の湿地には様々な水生昆虫類の生息に重要な生
態系であることなどが認められています。 

また、環境省の重要里地里山
にも 3 地域が選定されていま
す。①那賀川周辺の水田地帯は
ナベヅル、コウノトリなどの飛
来地・えさ場として重要な生態
系であることが重要であると
されています。また、②長生町
西部地区は、市街地近郊であり
ながら農業が継続されること
で湿地環境が維持され、多くの
水生植物が生育することが評
価されています。そして、③伊島は重要湿地に選定されている湿地の存在とササユリの生育
地で保全活動が継続されていることなどが注目されています。 

以上のように、市域には全国的にみても貴重な生態系が集中していることが特徴的です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 特色等
室戸阿南海岸国定公園 北ノ脇海岸、蒲生田岬、橘湾
東山渓県立自然公園 太竜寺山
生物多様性保全上重要な里地里山
(36-3)

那賀川周辺の水田地帯：那賀川下流の沖積平野に位置する、2市
にまたがる水田地帯

生物多様性保全上重要な里地里山
(36-4)

長生町西部地区：桑野川支流の大津田川により形成された扇状地
に広がる、平坦な低水田地帯

生物多様性保全上重要な里地里山
(36-5)

かつて水田として利用されていた湿地、市選定のホットスポットの一つ。
里山利用の名残りであるササユリの県内唯一の生育地

生物多様性の観点から重要度の高い湿地
（重要湿地500）（411）

大津田川流域の用水路網、農業用水路の生態系が良好に維持さ
れ，貴重な水生植物が多く生育する

生物多様性の観点から重要度の高い湿地
（重要湿地500）（412）

橘湾、規模の大きな藻場でイトモク、タマハハキモク、ノコギリモク、カジ
メ、アマモの生育地

生物多様性の観点から重要度の高い湿地
（重要湿地500）（413）

蒲生田海岸・蒲生田岬から船瀬付近の池、ウミガメ、昆虫類にとって
重要な生息域

生物多様性の観点から重要度の高い湿地
（重要湿地500）（414）

伊島および周辺沿岸・伊島の湿地、太平洋岸暖流域におけるフシス
ジモクの生育地と昆虫類にとって重要な生息域

表 0-1 本市の自然公園などのリスト（環境省 HP より）

写真 0-25 重要湿地 500（伊島および周辺沿岸）



27 

外来種 
貿易や物流など海外とのつながりが多くなったり、生態系への人為的な干渉が増えたり

することで外来種の定着が増えています。外来種の一部には、生態系、人への危害、農林水
産業への被害を及ぼすものが含まれるため、安易な導入や放逐などを避けるべき生き物が
います。セアカゴケグモはオーストラリア原産の毒グモですが、海外からの物資の移動に伴
い、市内で定着していることがわかっています。スクミリンゴガイは、別名ジャンボタニシ
とも呼ばれ、繁殖力が強く、イネを食害します。その生息は在来生物に影響を及ぼすため、
水田の生物相が少なくなり、生物多様性が下がることが知られています。日本には食用とし
て導入され、農業利用も試みられましたが適さず、分布が拡大しています。このような私た
ちに悪影響を及ぼす生き物も増加する傾向にあります。 
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１－２ 社会的概況 

本市の人口は現在およそ 73,000 人(令和元年)です。昭和 55 年には 82,715 人でしたが、
昭和 60 年以降減少傾向にあり、2060 年には 約 46,600 人にまで減少することが見込まれ
ています。それに伴い、産業に係る従事者の減少も予想されます。生物多様性に関わりの深
い農業の部門別販売金額をみると、稲作が最も多く全体の約３割を占め、施設野菜、果樹類
の順と続きます。平野部を占める水田や南部を中心に盛んであったタケノコ栽培の竹林な
どでは、全国の傾向と同様に高齢化と担い手の不足による耕作停止が増加しています。その
ために農地周辺の農業用水路やため池なども含め、人の生活によって維持されてきた生態
系の劣化が懸念されています。さらに本市に多い製造業の工場地帯は工場緑地によって、ま
た歴史的な社寺は周辺の里山的な森林によって、自然と調和した風景を作り出しています。
国の史跡「かも道」を擁する四国霊場第 21 番札所の太龍寺、そして第 22 番札所の平等寺
も多くの市民に親しまれています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 0-4 本市の人口推移と将来予測（阿南市人口ビジョン 2018）
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１－３ 阿南市の自然環境保全活動 
（１）ホットスポット保全活動 

平成 27 年 2 月、阿南市は、①希少な生物や地域固有の生物がすんでいる場所、②豊かな
自然が残され地域の方々が保全活動をしている場所、③貴重な生態系が持続するような保
全活動と利用が両立する場所の 3 条件をみたす地域を「阿南市生物多様性ホットスポット」
として選定し、注目が集まっています。具体的には、伊島、蒲生田、那賀川・桑野川河口域、
出島野鳥園、桑野川上流、大龍寺近辺の６地域で、各地域にシンボル的な重要生物が見られ、
生態系が豊かな状態で保たれています（図 2-5、2-6、表 2-2）。これらの場所では地域の方々
と来訪する利用者が協力して、良好な環境が長く続くように、また多くの方々に取組を知っ
て頂けるように、活動が続いています(コラム３，７，8，９，10，11，12，13)。「阿南市生
物多様性ホットスポット」の詳細については、パンフレットや市役所のホームページで説明
がご覧になれます（https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2018021400028/）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 0-6 阿南市生物多様性ホットスポットの位
置

図 0-5 ホットスポットパンフレット
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表 0-2 ホットスポットのシンボル生物と関係団体 

 
 
コラム 9 那賀川・桑野川河口域の豊かな自然を次世代へ 
◆那賀川下流地震・津波対策事業におけるミティゲーションの実施 
 那賀川下流左岸には、トビハゼ等のハゼ類やシオマネキ等の底生動物、ハマサジ等の塩生
植物群落が生息・生育・繁殖する貴重な干潟が形成されています。 
 那賀川河川事務所では、地震・津波対策によって、希少な干潟環境への影響が予測された
ことから、堤防工事による干潟の改変及び消失等に可能な限り対応するため、失われる干潟
の代償措置として中洲の掘削を行い、新たな干潟を創出しました。 

創出にあたって、干潟の土砂（シルト）及びヨシの根茎が混じった土砂を掘削箇所に敷均
し、干潟環境が早期に回復するよう対策を実施しました。また、シオマネキ等を創出した干
潟へ移植することにより保護を行っています。 
 今後は、モニタリングを実施しながら、順応的な管理に取り組むことにより、多様な動植
物の生息・生育・繁殖環境の回復・保全に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 

 ホットスポット シンボル生物 ホットスポット関係団体(コラム)
 ①伊島 ササユリ ・伊島ささゆり保全の会(コラム 3) 

・伊島中学校 
・伊島町会 
・KITT の会 
・阿南光高等学校（コラム 10）

 ②蒲生田 アカウミガメ ・蒲生田町会 
・KITT の会（コラム 13）

 ③那賀川・桑野川河口域 シオマネキ ・国土交通省那賀川河川事務所(コラム 9)
 ④出島野鳥園 チュウヒ ・日本野鳥の会徳島県支部(コラム７) 

・コートベール徳島
 ⑤桑野川上流 オヤニラミ ・オヤニラミの会(コラム 12) 

・Outdoor & Tent Club
 ⑥太龍寺周辺 アナンムシオイ ・加茂谷元気なまちづくり会(コラム 11)

シオマネキ トビハゼ
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◆ 水辺からはじまる生態系ネットワーク全国会議 
 河川等の水辺から始まる生態系ネットワークの取組を全国的に推進していくために、市
町村長が互いの情報を共有する事を目的として、平成 28 年度に発足した全国会議であり、
現在 26 の市町村が参加しています（平成 30 年度現在）。 
 那賀川流域には、ナベヅルやコウノトリの飛来も確認されていることから、関係機関との
情報交換を行いながら、生息環境の保全につなげていくことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 

 
国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 青木 朋也 

 
コラム 10 バイオ技術（無菌播種）を活用したイシマササユリの保護について 
１．保護活動の概要 
 阿南市伊島のみに自生するササユリは，伊島の固有種であり，「イシマササユリ」とい
われている。1975 年頃には絶滅寸前となっていった。自生地の復元の願いを込めて 1985
年にイシマササユリの球根 5 個が，新野高校で生物工学（バイオテクノロジー）を専攻し
ている生徒たちに託された。1987 年にバイオテクノロジーによる球根の量産に成功し，毎
年 6 月と 11 月に連絡船で島に渡り，球根を中学生と一緒に自生地へ移植している。 
2019 年４月に新野高校と阿南工業高校が，発展的に再編統合し，阿南光高校として開講し
た。新野高校が培ってきたバイオテクノロジーの技術を受け継ぎ，バイオサイエンス系の
生徒や「バイテク・農業クラブ」が中心となり保護活動を継続している。この活動をとお
して，地域の環境や自然と接し，多くの方々と交流することができ生徒一人一人の大きな
自信につながっている。 

代償地干潟（創出直後） 代償地干潟（H29）

那賀川の中洲をねぐらにする 
ナベヅル(野鳥の会撮影)

阿南市の水田に飛来した 
コウノトリ
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２．本校での取り組み 
20 年前から，イシマササユリの遺伝子を多様化するため，毎年伊島から種子を採種し，

無菌播種で球根を増殖している。種子を培地に移植し，約 3 ヵ月で発芽する。培養 1 年後
には伊島へ移植できる球根に成長する。バイオ技術での増殖により開花までの期間を短縮
でき，生物多様性に配慮したバイオ球根の増殖に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
         クリーンルームでの無菌操作          種子からの発芽の様子 
 
 
 
 
 
                
           発芽後の球根形成                      1～2 年で伊島へ移植 
 
３．イシマササユリ保護活動 
 6 月と 11 月の年 2 回，伊島中学生と自生地への移植活動や下草刈り，雑木の枝打ちなど
を実施している。平成 19 年からは，灯台へ向かう遊歩道沿い（バイオロード）への移植
を実施しており，年々開花数が増加傾向にある。 
 
 

 
 
 
 
 

移植する球根          伊島中学生と球根移植 
                         バイオロードでの開花 
４．今後の活動 
 阿南光高校となり，徳島大学生物資源産業学部にも協力を得ながら，保護活動を開始し
て今年で 33 年目を迎える。活動を継続する中で，成果が年々目に見えて確認できる。 
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イシマササユリだけでなく，それらを取り巻く伊島の生態系に配慮した保護の在り方を考
えていかなくてはいけない。 
島民の方々が毎年実施してくださっている生育調査や下草刈り，また，伊島ささゆり保全
の会の方々の協力により持続可能な保護活動に発展していければと思う。 

徳島県立阿南光高等学校 教諭 野賀田 耕一 
 
 
コラム 11 加茂谷元気なまちづくり会  
 －「何も無い」素晴らしさ－ 
 加茂谷は高齢化と過疎化が課題の地域である。「田舎には何も無いから」と、高校卒業後、
故郷を離れる若者も多い。地域の活力低下に危機感を持った有志は「加茂谷元気な町づくり
会」を結成し、活気ある元気な町、若者が定着する町を目指し活動を始めた。 
 加茂谷の魅力の一つ「豊かな自然」を売りに人を呼ぶことは出来ないか。まず取り組んだ
のはデジタル媒体による PR である。動画「加茂谷～水井町のへんろ道」を YouTube にア
ップロードし、遍路道周辺の自然の魅
力を発信した。また、会のホームページ
を作成し、珍しいカタツムリや野鳥を
紹介した。地域内に向けては、郷土愛を
育むべく小学生を対象にカタツムリ観
察会を開催した（写真 2-26）。 
 確かに加茂谷にはコンビニは無い。
しかし、豊かな自然に囲まれた生活に
価値を感じる人もいるはず。そんな人

たちの移住を私たちは待っている。                              
加茂谷元気なまちづくり会 山上眞和 

 
コラム 12 新野地区のオヤニラミ保全活動  

オヤニラミは、環境省のレッドリストでは絶滅危倶 IB 類となっており、しっかり保護活
動を行わないと絶滅してしまいます。2017 年 7 月 15 日の日経新聞には、生物多様性の減
少に歯止めがかからず、今後数十年の間に全世界で 100 万種の動植物が絶滅するおそれが
ある、とありました。 

私が小さい頃に裏の川で小石をめくり「せむし」と呼ばれる虫で釣ると必ず「おいしやい
ぼ」（オヤニラミ）が釣れ、水槽に入れて眺めていました。こんな美しい魚はないと当時か
ら思っており、当初何を食べるのかさえ解りませんでした。その後、オヤニラミは子供の頃
の想い出になっていたところ、24 年前、友人と新聞記者を呼んで生息調査をしようと始め
たのが保護活動の出発です。新野西小学校がオヤニラミを飼い始め、先進地（丹波篠山の村

写真 0-26 カタツムリを探す小学生（加茂谷）
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雲小学校）へ見学に行き、初めて産卵・孵化に成功しました。椿小学校で 8 年間放流しまし
たが、遺伝子の問題で中止しました。中山公民館では 2010 年から中山川でオヤニラミの生
息調査をしましたが、確認できませんでした（じつは 35 年前から姿を消していました)。そ
こで 2011 年に 30 匹、13 年に 5 匹放流したところ、2016 年には自然繁殖した稚魚が 2 匹
確認できました。2017 年には生息地復活へ向けて稚魚 50 匹を上流と中流へ放流しました。
今年（2019 年）も 7 月 6 日に中山の子供達と生息調査をした所、稚魚を 2 匹確認しました。
中山川で 35 年ぶりにオヤニラミを復活させることが出来ました。 

オヤニラミの会 谷崎憲佑 
 
コラム 13 阿南市 KITT 賞賛推進会議 

一般には「KITT の会」と呼んでいますが、正式には「阿南市蒲生田・伊島・椿泊・椿賞
賛推進会議」です。阿南市南東部に位置する蒲生田（かもだ=K）、伊島（いしま=I）、椿泊
（つばきどまり=T）、椿（つばき=T）地域を総称して「KITT（キット）」と呼ばせてもら
っています。KITT 地域にはアカウミガメ上陸の浜、ササユリの群生地、アサギマダラが渡
ってくる山、阿波水軍の史跡、津波碑、シシガキなど貴重な自然と歴史遺産が多く残されて
います。これらのことを地域の活性化につなげようと有志が集い、「知ろう！守ろう！伝え
よう！」というキャッチフレーズの元に、平成 18 年４月に「阿南市 KITT 賞賛推進会議」
が設立されました。 
 様々な活動に取り組んでいますが、生物関
連で毎年恒例になっている行事としては、蒲
生田海岸一斉清掃(写真 2-27)、伊島の植物観
察会、アサギマダラのマーキング、椿町のシ
シガキ調査等が挙げられます。これらの活動
を見た権威ある人から「KITT は県南最大の
環境保護団体である」とお褒めの言葉を頂き
ました。また、平成 27 年２年には「とくし
ま環境県民会議」より表彰状も頂いていま
す。 

KITT の会 湯城豊勝 
 
 
 
 

 

写真 0-27 蒲生田の海岸一斉清掃
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（２）巨樹・巨木の保全管理 

市域には阿波の巨樹として３点がリストされています。「長生のホルトノキ（長生町大谷）」
「大宮八幡神社の大クス（福井町大宮）」「新野のクス（新野町北宮ノ久保）」がそれらにあ
たります。長生のホルトノキは王子神社の社叢林に含まれ推定樹齢は 300 年とされていま
す。これを含む樹林は暖地性樹林として徳島県天然記念物に指定されています。地域の方々
に親しまれ大切にされて来ましたが、近年急速に樹勢を落としており、文化財の保護が課題
となっています。大宮八幡神社の大クスは福井町に位置しており、推定樹齢は 800 年とさ
れています。新野のクスも古く推定樹齢は 600 年とされています。また、「新野のクスの群
生」として徳島県天然記念物に指定されており、境内の重要な景観を構成しています。巨樹
はこの他にも地域に点在しており、市域には地域の巨樹を大切にする風土があります。 
 

（３）文化財・史跡の保全管理 
近年、加茂谷地区の遺跡に注目が集まっています。加茂町の堤防工事に伴う発掘調査で、

縄文時代からの水銀朱精製遺跡が発見されました。また水井町では弥生時代から始まる辰
砂採掘遺跡である「若杉山遺跡」の調査で、国内最古の採掘坑跡が確認されました。若杉山
遺跡は、太龍寺に向かう遍路道沿いの自然豊かな地域にあり、道沿いには若杉谷川が流れ、
近隣にはアナンムシオイの生息地がありま
す。遺跡と自然環境、そして希少生物を一体
とした総合的な保全管理が求められていま
す。そして、令和元年６月２１日には「若杉
山辰砂採掘遺跡」を国の史跡にするよう答申
がなされました。今後、阿南市は「若杉山辰
砂採掘遺跡」の整備活用に向けての検討委員
会を立ち上げる予定です。 
 また、蒲生田地区では「シシガキ」の調査
が地元で進められています。「シシガキ」とは
イノシシやニホンジカなどの獣から田畑を
守るために築かれた石垣で、蒲生田の半島を
南北に縦断するように築かれています(写真
2-28)。いつ頃築かれたのかなど、詳細につい
てはまだまだ調査中で不明ですが、１㎞を超
す規模の大きい「シシガキ」は、当時の人た
ちの自然との闘いと調和の証であります。
「シシガキ」は蒲生田地区の地域活性化の一
つの素材となる文化遺産でもあります。 

 

写真 0-28 シシガキ（蒲生田）
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（４）阿南市における環境学習関連活動 

 阿南市では、環境啓発事業として、平成 7 年度より市内の小学生を対象に「こどもエコク
ラブ事業」を実施しています。令和元年度の「こどもエコクラブ」のプログラムでは、環境
学習として、ホットスポットの学習、干潟の生きものの学習と現地見学、省 CO2 モデル庁
舎である阿南市役所の見学、阿南市内の企業を訪問し、企業の地球温暖化対策等を学習しま
した(写真 2-29，2-30)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（５）企業の環境保全活動 
市内の企業は様々な環境保全活動に取り組んでいます。生物多様性に配慮した企業と市

民の協働の取組は、経済と地域の自然が好循環するために重要です。特徴的なものでは、希
少な淡水魚のオヤニラミの保護があります。オヤニラミは県内では那賀川水系とその周辺
にのみ生息し、絶滅の恐れがあります。日亜化学工業株式会社は、積極的な保護に加え環境
学習活動、河川環境の改善等様々な活動に発展させています(コラム１6)。これらの取組が
評価されて、環境省から環境と社会によい活動を表彰するグッドライフアワード 2015 を受
賞しています。 

さらにまた、辰巳工業団地にある繊維大手のクラボウ（倉敷紡績株式会社）徳島工場では、
阿南市を含め主に県内の間伐材を用いた木質バイオマス発電を行っています(コラム１4)。
年間発電量は一般家庭の 1 万 1 千世帯分にあたる 4 千万キロワットで、化石燃料を使用し
ないため、地球温暖化対策に有効な取組となっています。これらをはじめ、市内の企業では
さまざまな環境保全活動が行われ、市民と協力しながら地域の生態系を守る行動が広がっ
ています(コラム１5)。 

 
 

写真 0-29 こどもエコクラブの様子（大潟
漁港干潟）

写真 0-30 こどもエコクラブの様子（阿南
市役所）
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（６）防災とグリーンインフラ 
グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然

環境が有する防災・減災、地域振興、環境に関する機能（生物の生息の場の提供、良好な景
観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進め
るものです。具体的には、多自然川づくり、遊水地、水循環、雨水流出抑制等のための貯留
浸透、都市緑化、緑の防潮堤などがあります。阿南市では、東部海岸一帯の松林保全による
防災・減災と自然環境機能の向上、那賀川・桑野川等における遊水機能の向上による減災や
湿地環境の創出による生息地の提供などが考えられます。 
 
 
コラム 14 徳島バイオマス発電所～生物多様性に配慮した発電  
【倉敷紡績株式会社(クラボウ)】 

阿南市辰巳工業団地内にある「徳島バ
イオマス発電所」は、未利用間伐材を燃
料とする徳島県初の木質バイオマス発
電所です(写真 2-31、2-32)。倉敷紡績株
式会社（クラボウ）が 2016 年 7 月から
操業を始め、出力は 6,220kw です。これ
は、一般家庭約 11,000 世帯分の年間使用
電力量に相当し、阿南市の約 1/3 世帯の
電気が作られている計算です。木材を使
った発電は地球温暖化対策に貢献する
と言われています。すなわち、木材は、光
合成で二酸化炭素を吸収して大きくなっ
ており、化石燃料と違って大気中の二酸
化炭素の量を増やさない（＝カーボンニ
ュートラル）ためです。さらに、燃料の多
くは徳島県内の未利用の間伐材を使って
おり、森林環境の保護、地域林業の活性化
にも貢献しています。二酸化炭素排出量
の削減と森林環境改善への貢献、生物多
様性に配慮した電気が日々、阿南で作ら
れています。 

 

写真 0-31 クラボウの「徳島バイオマス発電所」

写真 0-32 木材チップ
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コラム 15 王子製紙株式会社 富岡工場 
～環境にやさしい工場を目指して～ 

王子製紙株式会社富岡工場では、パルプ製造工程
で分離される黒液（植物性廃液）を燃料としたバイ
オマスボイラ（回収ボイラ）と、廃プラスチック、
廃材、RPF などの廃棄物を主燃料とした新エネル
ギーボイラを使って、工場に必要な電気や蒸気を供
給し、オイルレス操業を行っています（写真 2-33）。
これにより廃棄物削減や、化石燃料由来の CO2 を
大幅に削減することで地球温暖化防止への貢献に
努めております。 
 王子グループは、「木を使うものは木を植える義
務がある」との考えのもと、植林を行い育った木を
伐採して原料にすることを繰り返しながら、「持続
可能な森林経営」に古くから取り組んでいます。そ
して森林資源を多種多様に活用（カスケード利用）
し、その価値を最大限に引き出す総合林産業を推進
するとともに、天然林の保護や野生生物モニタリン
グの実施など、多様な生物を護り、水源・土壌を保
持するといった森林が本来持っている多面的な機
能を発揮するための様々な取組も行っています。 
 
～グラウンドワーク活動を通じて地域に愛される
工場を目指して～ 
富岡工場では周辺地域のグラウンドワーク活動を
定期的に実施しています（写真 2-34）。工場の南
側に隣接し、室戸阿南海岸国定公園に指定されて
いる淡島海岸の清掃活動もそのひとつです。 

王子製紙株式会社富岡工場 武田光普 
 

写真 0-34 グラウンドワーク活動

写真 0-33 王子製紙株式会社富岡工場
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コラム 16 日亜化学工業株式会社 
～希少野生生物保護育成活動～ 
日亜化学工業株式会社（以下、日亜という）では地域貢献活動の一環として工場緑化を推
進してきました。本社（阿南市上中町）においては公園や森の整備を進めると共に、絶滅
危惧 IA 類（徳島県）に指定されている希少野生生物であるオヤニラミの保護育成活動に
取り組んでいます（写真 2-35）。 
 
 本社南側を流れる岡川では、かつてたくさんのオヤニラミを見ることができました（写
真 2-36）。しかし、生息地の分断、水質環境の悪化、外来種による圧迫（捕食）等によ
り、現在は絶滅したとされています。日亜は 2016 年、「岡川にオヤニラミを再生させた
い」と徳島県へ「回復事業認定申請書」を提出しました。同年これが認定され「オヤニラ
ミ回復事業」として、岡川にオヤニラミを再生させるため、遺伝的調査に基づいた徳島県
在来個体群の飼育・増殖活動をスタートさせました。この事業では産学官民が手を取り合
い、お互いが連携する仕組みを構築したいと考えています。また、オヤニラミを保護の対
象とするだけではなく、県民の財産として捉え、環境学習、生態研究等へ生かしていきた
いと考えています。岡川が生物の多様性が保たれた豊かな環境となるよう、今後もこの事
業に愚直に取り組んでいきます。 

 
日亜化学工業株式会社 総合部門 環境安全本部 環境整備課 秦野 誠 

 
 

写真 0-35 日亜化学工業株式会社本社 写真 0-36 オヤニラミ
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２．   阿南市の生物多様性に関する関係者意見の抽出 

 阿南市の生物多様性に関する課題を抽出するために、市民アンケート、ホットスポットワ
ークショップ、専門家ヒアリング、行政ヒアリング、生物多様性フォーラムでの全体ワーク
ショップを実施し、幅広く意見を集めました。 
 市民から寄せられた意見には、地域環境に関する課題や人間社会に関する課題がみられ
ました。また、豊かな自然を対象に、すでに活動を推進しているホットスポットでは、活動
を進める上での課題が挙げられました。幅広い意見の収集において、専門家や市民から、阿
南市の生物多様性に関する期待や目指すべき将来像に向けた提案も挙げられました。 
 

２－１専門家等ヒアリングに見る課題と提案 
 生物多様性あなん戦略を策定することを前提に、生態学、都市計画、天文、教育等分野の
専門家および、阿南市の主要な企業関係者、ホットスポット関係者にヒアリングを行いまし
た。 
 意見の中には、「ホットスポットに限らない保全と劣化している自然の再生」や「自然と
文化が折り重なりできた文化的景観の保全」、「生物多様性の視点から、土地利用の在り方を
示す」などの提案がありました。また、企業連携の必要性が述べられた一方で、企業側から
の意見として、「各事業者が単独で目標を立て、実行することは困難」という意見がありま
した。教育分野からの提案としては、「阿南市科学センターを拠点として、市外からも遠足
で立ち寄れる場の整備」、「だれでも使える教材、相談できる人材」があれば、学校からの利
用が増えるのではないか、等の意見がありました。 
 

２－２ホットスポットに関する課題と提案 
 ホットスポットに関する課題と解決策の検討のため、ホットスポット 6 か所の各拠点で
活動する市民が集まり、ワークショップ形式で意見交換をしました。  
 意見を集約すると、ホットスポットの課題は、①地域住民が活動に参加しない、②活動の
担い手がいない、③普及・啓発ができていない、④自分たちだけでは（保全・再生が）十分
できない、の４つに区分できました(表２-3)。③普及・啓発ができていないに含まれる意見
の中には、「希少生物の公表と保全のジレンマがあり、積極的に広報できない」や、「人が来
ると環境が保全できない」などがありました。その他の意見には、「シンボル生物以外の生
きもの調査ができていない」「目標設定ができていない」など、活動実践者ならではの課題
がありました。 
 ホットスポットにおいては、普及・啓発による活動の担い手づくりが必要であることが認
識されつつも、ホットスポット活用のルールづくりや目標の設定ができていないことが課
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題です。また、普及啓発には、まちづくりとの連動や地域活性化の効果が図られる必要があ
ることがわかりました。ホットスポットのルールづくりや、目標の設定には、ホットスポッ
ト関係者や、行政、専門家などとの協働の場が必要であることが分かりました(図２－8)。 
 
表 0-3 ホットスポットワークショップにおける課題整理 

 

 
図 0-8 ホットスポット保全活用に向けたイメージ図 

協働プラットフォーム 
産学民官

普及・啓発

ルールづくり 手法の確立

科学的知見 技術・労力

施設整備

活動の担い手づくり

地域活性化

多様な 
分野と連動

自然環境の保全

持続可能な保全・活
用のしくみ

循環的資金

 キーワード 意見
 地域住民が活動に参加しない。 住民の意識が低い。
 まちづくりとの連動ができていない。
 活動の担い手がいない。 後継者がいない。
 リーダーがいない。
 活動の参加者が少ない。
 普及・啓発ができていない。 若い世代への啓発ができていない。
 （ホットスポットの）現地へ行きにくい。
 学校との連携ができていない。
 施設利用ができていない。
 SNS の利用ができていない。
 保護と活用のジレンマがある。
 自分たちだけでは(保全・再生が)

十分できない。
科学的な飼育・保全方法が確立できていない。

 環境（施設）の維持管理が困難。
 その他 シンボル生物以外の生きもの調査ができていない。
 目標設定ができていない。
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２－３  市民アンケートに見る現状と課題 
 2018 年 9 月、阿南市内の事業所、公民館、市役所に 555 枚のアンケートを配布し、１ヶ
月後に 505 枚回収しました。 
 

（１）「生物多様性」の認知度 
 聞いたことがあるまでを含めた人数を認知していると見なすと、82%の回答者が生物多
様性という言葉を知っていることがわかりました。 

（２）豊かな自然とそのめぐみを次世代に引き継ぐことは重要か 
 95%の回答者は重要と答えました。一方で、「生物多様性への興味や関心があるか」の質
問には、関心があると回答したのは、48%でした。このことから、「生物多様性」という言
葉が十分市民の理解を得ていないことがわかりました。 

（３）自然の中での遊び 
 遊びの経験で最も多かったのは、海（25.3％）であり、次に川や河原（20.5％）、田・用水
（17.9％）が挙げられていました。同時に、多くの市民が複数の回答をしていたことが特徴
的でした。阿南市は、紀伊水道や那賀川の恵みによって身近に豊かな自然があり、市民にと
っては自然の中での遊びは日常であることがわかりました。 

（４）自然環境における課題 
 市民が最も重要視していた
のは①サル・シカ・イノシシの
増加であり、39.2%が課題と
していました。続いて、耕作放
棄地の増加（35.8%）、竹林の
放置（35.4%）（写真 2-37）と
なり、上位 3 件は里山の課題
（第 2 の危機）でした。次に
多 か っ た の は 、 気 候 変 動
(34.3％)（第４の危機）、外来
種(32.5%)（第３の危機）、水
質汚濁(32.1％)の順でした。
以上の課題は回答者の30％以
上が挙げており、水質汚濁が
目立ったのは、徳島県の汚水処理人口普及率が全国ワースト１（60.4％、2017 年末）であ
るためと思われます。 
   （５）自然を豊かに保つためにこれからやってみたいこと 
 自然を豊かに保つためにこれからやってみたい活動の上位は、エコバッグの使用（32.7％）、
自然保護活動や美化活動に参加（31.3％）、エコツアーに参加（31.3％）、外来種の駆除

写真 0-37 放置された竹林
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（28.9％）、専門家による講演・勉強会（28.1％）、グリーン購入（28.1％）、生き物観察や自
然とのふれあい（25.9％）であり、これらの項目は回答者の 1/4 以上がやってみたいと回答
しました。 
  （６）ホットスポットやそのシンボル生物の認識 

「知っている」に「聞いたことがある」を加えたシ
ンボル生物の認知度は、アカウミガメが最も多く
（81％）、次いでササユリ（80％）（写真 2-38）、オヤ
ニラミ（72％）でした。アカウミガメの産卵地である
蒲生田海岸とオヤニラミは県の天然記念物であり、
知名度の高さは納得できます。一方、公的指定のない
にもかかわらず、ササユリは 80％の回答者に知られ
ており、阿南市として何らかの指定（例えば、阿南市
の花に加えるなど）を行うことで生物多様性への関
心を高めることができると思われます。一方、阿南市
生物多様性ホットスポットそのものについては 70％
の回答者が聞いたこともないと答えており、啓発の
必要性が明らかになりました。 
 
 

２－４市民ワークショップに見る生物多様性への期待 
 第 6 回生物多様性フォーラム（2019 年 2 月 9 日開催）において、会場の参加者全体参加
のワークショップを行いました。
ワークショップのテーマは、グル
ープ毎に設定し、「生物多様性あな
ん戦略に期待すること」のほかに、
「各ホットスポットでできるこ
と」、「阿南の好きな自然」などがあ
りました。 
 「生物多様性あなん戦略に期待
すること」においては、失われた里
山の再生や、第 1 次産業と第 2 次
産業とのつながり、身近なエネルギーの活用、若者の自然離れの再生、防災など多岐にわた
り意見が挙げられました。「各ホットスポットでできること」においては、活動 PR の方法
や活動の展開方法等について意見交換がされました。「阿南の好きな自然」においては、北
の脇海岸（写真 2-39）をはじめ、東部海岸から眺める朝日（写真 2-40）や橘湾の島々、蒲

写真 0-38 伊島のササユリ

写真 0-39 市民に愛される北の脇海岸
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生田の海岸線、那賀川、津乃峰山、
里地里山の風景、など多くの具体
的な対象が挙げられました。 
 

２－５  意見のまとめ 
 阿南市の生物多様性に関する
関係者意見の抽出により、市民及
び専門家から、現状の課題及び期
待をまとめました。 
 市民は阿南市の生物多様性の
恵みを、自然の豊かさとして認識し、次世代へ伝えたい思いを持っていることがわかりまし
た。市民が認識する豊かな自然とは、那賀川の上流から下流、そして海まで、多様な生態系
が持つ生きものや風景、食べ物、文化であり、市民は幼少からそれらの身近な自然と親しむ
ことが当たり前であったのです。一方では、若者の自然離れへの危機感、生物多様性の取り
組みによる失われた貴重な自然の再生への期待、さらには、人口減少への危機感から、生物
多様性の取組による産業活性化や人口増への貢献が期待されることがわかりました。 
 市民および専門家等の関係者が認識する課題は、「環境の課題」「社会の課題」「ひとの課
題」「まちづくりの課題」「活動推進の課題」の５つの課題に区分できました(表２-4)。「環
境の課題」としては、鳥獣被害の増加、竹林や耕作放棄地の増加のほか、外来種の課題など
が挙げられました。「社会の課題」としては、人口減少や学校の減少、合理化による農産物、
海産物の地産地消の低下などが挙げられました。「ひとの課題」としては、自然の豊かさの
認知度は高いものの、「生物多様性」や「ホットスポット」等の自然の豊かさの意味や、生
物多様性に関する阿南市の先駆的取り組みの認識が低いことが挙げられました。「まちづく
りの課題」としては、土地利用や防災・減災などの、まちを形づくる整備において、生物多
様性への配慮ができていないことなどが挙げられました。「活動推進の課題」としては、特
にホットスポットの活動主体から出された課題であり、地域住民が活動に参加しない、自分
たちだけでは、保全・再生が十分できないなどが挙げられました。 
 
表 0-4 生物多様性に関する課題 

 区分 項目
 環境の課題 

 
・鳥獣被害の増加

 ・耕作放棄地の増加 
・竹林の繁茂 
・北の脇の松林の松枯れ

 ・気候変動と温暖化
 ・外来種の増加

写真 0-40 中林海岸から眺める朝日
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 ・水質汚濁
 社会の課題 ・耕作放棄、竹林放棄の進行
 ・人口減少、学校減
 ・合理化による農産物、海産物の地産地消の低下
 ひとの課題 ・「生物多様性」の認知度が低い。
 ・「ホットスポット」の認知度が低い。
 ・若者の自然離れ
 まちづくりの課題 ・土地利用と生物多様性の保全
 ・防災・減災と生物多様性の保全
 ・再生可能エネルギーの普及と生物多様性の保全
 活動推進の課題 ・地域住民が活動に参加しない。
 ・活動の担い手がいない。
 ・普及・啓発ができていない。
 ・自分たちだけでは、保全・再生が十分できない。
 ・シンボル生物以外の生きもの調査ができていない。
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第３章   基本理念と戦略の構成 

１．   基本理念 

人類が生物多様性の重要性と危機を認め、1992 年の地球サミットにおいて生物多様性条
約が署名開始されました。すなわち、世界的な生物多様性の保全と持続的利用の取り組みは、
20 万年と言われる人類の歴史の中でもわずか 30 年弱の歴史しか持ちません。しかしながら
その危機への対応は待ったなしの状況であり、世界的な視野を持ちつつ、各地域で迅速な行
動が求められています。 

2015 年、国連持続可能な開発サミットにおいて、2030 年に向けての持続可能な開発目標
（SDGs）が掲げられました（図 3-1）。「誰一人取り残さない」という基本理念のもと、環
境、経済、社会の幅広い分野にわたって 17 のゴールが設定されており、地方自治体にもす
べての目標に対して分野横断的、統合的に取り組むことが求められています。 

 
一方、阿南市に目を向けると、山、川、里、海など多様な生態系があり、その恩恵を受け

るとともに、自然の脅威とも折合いをつけて暮らしてきました。 しかし、便利で物と情報
があふれる時代になり、自然と暮らしのつながりが社会の様々な場面で見えづらくなって
しまいました。人々から自然の恵みあるいは脅威への認識が低下し、人の暮らしが無意識の

 
図 0-1  SDGs の 17 の目標 
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うちに自然循環を阻害することがあります。また、自然そのものの質の低下や想定外の災害
を引きおこすなどの悪循環が起こりつつあります。  

阿南市における生物多様性に関する課題を解決するために、以下のような基本理念を掲
げて、生物多様性の保全と持続的利用を推進するための基本的な考え方とします。 
 
基本理念 

 
 本戦略の基本理念においても、SDGs の目標を意識しました。まずは多様な生物との共存
（SDGs 目標 14 と 15）が社会や経済の基盤となると考えました（図 3-2）。次に、生物多様
性と調和する経済を支える社会を構築するには、生物多様性に関する教育をすべての子ど
も達へ提供すること（SDGs 目標４）が重要だと考えます。さらに、生物多様性と調和する
一人一人の暮らしにつながる、再生可能エネルギーの賢い利用（SDGs 目標７）や、生物多
様性に配慮したまちづくりを推進すること（SDGs 目標 11）が重要だと考えます。また、
阿南市が徳島県随一の産業都市であることを踏まえ、働きがいや経済成長（SDGs 目標 8）、
産業と技術革新の基盤をつくること（SDGs 目標 9）も重要だと考えます。さらに、すべて
の施策を実行に移すためには、行政、市民、事業者、専門家等による協働が必要不可欠です
（SDGs 目標 17）。そして、持続可能な環境と豊かな経済が実現された状態であるからこそ、
心身ともに豊かな社会が形成され、オンリーワンの心地よい暮らしが実現されると考えま
す。 

 
 
 

あ な

ん 戦

略 施

策 の            

 多様な生きものと人の暮らしが響き合って持続可能性の基盤となり、 
豊かな産業のもとで心地よい暮らしを実現できるまち

図 0-2  SDGs における 17 の目標と生物圏、社会、経済との関係性（Stockholm 
Resilience Centre より）
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２． あなん戦略の施策構成 

 あなん戦略の施策は「基本理念」、「基本戦略」、「基本戦術」、「施策体系」により構成しま
す（表 3-1）。「基本理念」は、阿南市の生物多様性の特徴を踏まえ、自然共生社会の実現に
向けて、将来の阿南が目指すべき姿を示します。「基本戦略」は、基本理念の実現に向けた
取組の基本的な方針を示します。「基本戦術」は、基本理念の実現に向けた取組を、具体的
に推進するための行動方針を示します。「施策体系」は基本戦術に基づく、具体的な取組を
示し、「重点施策」「既存施策」によって構成します。そのうち、新規に取り組む施策を「重
点施策」とします。 
 
表 0-1 あなん戦略施策の構成 

 

３．   基本戦略および基本戦術 

 基本戦略は、表２-4 の関係者意見の抽出における生物多様性に関する課題 5 項目「環境
の課題」、「社会の課題」、「ひとの課題」、「まちづくりの課題」、「活動推進の課題」から設定

 区分 定義
 基本理念 阿南市の生物多様性の特徴を踏まえ、自然共生社会の実

現に向けて、将来の阿南が目指すべき姿
 基本戦略 基本理念の実現に向けた取組の基本的な方針
 基本戦術 基本理念の実現に向けた取組を、具体的に推進するため

の行動方針
 施策体系 重点施策 ・阿南市と阿南工業高等専門学校の連携事業により推進

する施策 

・施策の推進においては、連携協議を随時行い役割分　担

して取り組む。 

・施策の進捗は、環境保全課が取りまとめ、あなん戦略推

進協議会において報告する

 既存施策 ・環境保全課および関係各課の業務として位置づけられ

ている既存の施策 

・施策の推進においては、施策推進担当課が主体的に取

り組む。 

・施策の進捗は環境保全課が取りまとめ、あなん戦略推

進協議会において報告する。
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しました。基本戦略は、「A.自然を守る・再生する」、「B.自然を賢く使う」、「C.ひとをつく
る」、「D.まちをつくる」、「E.協働する」の 5 項目です（図 3-3）。これらの項目はすべて単
独で実現できるものではなく、それぞれの取組を重ねることによって実現可能性が高まり
ます。特に「E.協働する」については、すべての基本戦略に向かうプロセスにおいて共通の
視点とする必要があります。基本戦術は、基本戦略毎に設定しています。基本戦略、基本戦
術の一覧を表 3-2 に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
表 0-2 基本戦略と基本戦術の一覧 

 

 基本戦略 基本戦術
 A.自然を守る・再生する 1-1 ホットスポットをはじめ、貴重な自然の保全と再生
 B.自然を賢く使う 2-1 ホットスポットの持続的な活用の推進
 2-2 生物多様性を生かした経済活性化
 C.ひとをつくる 3-1 まずは知る・学ぶ
 3-1 次世代の担い手の育成
 D.まちをつくる 4-1 生物多様性に配慮したまちづくり
 4-2 生物多様性を生かした防災・減災
 E.協働する 5-1 産学民官協働による推進
 5-2 企業等活動支援

図 0-3 基本戦略の相互関係
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４．     期間 

 生物多様性あなん戦略は、阿南市環境基本計画の改定に合わせ、2030 年度を改定の目標
年次として推進します（図 3-4）。ただし、「生物多様性国家戦略 2012-2020」の長期目標
（2050 年）を考慮し、より長期を展望します。また、2024 年には中間評価を行い、必要に
応じて見直しを行います。 
 

 

 
図 0-4 生物多様性あなん戦略の目標期間と改定スケジュール 

 

2019 年
度 

策定

2030
年度 
改定

2024 年度 
中間評価

5 年 6 年

2020
年度 
改定

2030
年度 
改定

10 年

【環境基本計画】

【生物多様性あなん戦略】

予定

予定 予定

目標年次

予定
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第４章   施策の内容 

 

１．   基本戦略 A. 自然を守る・再生する 

 阿南市の貴重な自然の保全と再生を図るため、ホットスポットに限らない身近な自然の

保全や竹林の荒廃、外来種等の生物多様性の劣化を阻止し、回復させる取組を推進し、

30by30 の実現に寄与します。「基本戦略 A.自然を守る・再生する」の実現に向け、基本戦術

は「ホットスポットをはじめ、貴重な自然の保全と再生」と定め、重点施策と既存施策を推

進します。 
 

１－１ 基本戦術「ホットスポットをはじめ、貴重な自然の保全と再生」 
 阿南市の貴重な自然の保全と再生を図るため、ホットスポットに限らない身近な自然の
保全や、放置竹林や外来種等の課題解決に向けた取り組みを進めます。 
 

（１）重点施策 
表 0-1 基本戦術「ホットスポットをはじめ、貴重な自然の保全と再生」・重点施策 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 ホットスポ
ットをはじ
め、貴重な
自然の保全
と再生

A-1  生 物 多 様
性ホットスポッ
トの拡充と新た
な価値の創造

・生物多様性ホットスポットの新
たな選定に向けた取組を推進しま
す。また、既に選定されているホッ
トスポットの保全活動を持続可能
で付加価値の高いものとするた
め、「生物多様性増進活動」への登
録を促進し、地域資源の価値創造
とネイチャーポジティブ（自然再
興）の実現にも寄与します。

環境保全課 
文化振興課

・ホットスポッ

ト関係団体 
・阿南高専

 A-2  生 物 多 様
性増進活動への
申請の検討及び
支援

・民間等の活動により生物多様性
の保全が図られている区域を、「生
物多様性増進活動」として国の認
定を受けることにより、投資家等
に広く PR することができ、企業等
の価値向上や地域ブランド力の強
化につながることが見込まれま
す。 
本市も同活動の認定を受けること
を検討するとともに、民間等の申
請を支援します。

環境保全課 ・ホットスポッ

ト関係団体 
・阿南高専
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既存施策 
表 0-2 基本戦略 A 自然を守る・再生する・既存施策 

 
コラム 17 放置竹林を宝の山へと変える取り組み～阿南光高校～ 

本校では平成２７年度より阿南市のＮＰＯ法人竹林再生会議と連携し，放置竹林の整備
および，その竹を有効活用したものづくりに取り組んでいる。地震で倒れるとＬＥＤが自動
点灯する懐中電灯「ぽてっとライト」や，竹パウダーによる，水も電気も要らないバイオト
イレ「ぶりフリー」は，全国のアイディアコンテストで高い評価を得ており，商品化への期
待も高まっている。昨年度末には，生徒たちが竹から漉いた紙による世界で一つの卒業証書
の制作に成功し，竹の新たな利用価値を見い出すことができた(写真 4-1)。 

 A-3  中 林 海 岸
松林における官
民一体の保全活
用推進

・中林海岸松林において、保安林の
管理として、森林病虫害等防除事
業を活用した保全活動を進めると
ともに、地元協議会の下草刈り、植
林活動を支援します。また、今後の
整備・保全を進めていくための情
報共有や課題検討について官民一
体で取り組みます。

環境保全課 
農林水産課

・阿南高専 

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 ホッ ト ス ポ ッ
トをはじめ、貴
重な 自 然 の 保
全と再生

外来種対策の推進 環境保全課 徳島県

 ホットスポットの保全活用の推進 環境保全課 ・ホットスポッ

ト関係団体 
・阿南高専

 阿南市ウミガメ保護条例の順守 文化振興課
 文化財の保護と活用の推進 文化振興課 ・KITT の会
 自然環境ボランティアの推進 環境保全課、

土木課
・伊島ささゆり
保全の会

 有害鳥獣対策の推進 農林水産課
 竹林対策 農林水産課 ・阿南光高校 
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 今後の新たな取り組みとして，はがき大の竹紙をランプシェードに用いた災害時用簡易
照明「ぷるっとライト」を全国の中学校の技術教材として普及させたいと考えている。さら
に，竹パウダーを生ゴミや，産業廃棄物の処理
に活用し，その副産物である有機肥料を地域の
特産品としてブランディング化することができ
れば，新たな地場産業に発展するのではないだ
ろうか。  

タケノコだけに頼らない，新たなバンブービ
ジネスの種が，荒れて閑かな里山で芽生えの時
を待っている。 

徳島県立阿南光高等学校・教諭・戸井健治 
 
 

２．   基本戦略 B. 自然を賢く使う 

 人口減少や高齢化、産業構造やエネルギー利用の変化等によって人と自然の関わりは減
少し、生物多様性の危機を引き起こしています。人と自然の関係性の中で新たな価値を創出
し、自然を賢く使うことによって、自然が守られるしくみを構築する必要があります。「基
本戦略 B. 自然を賢く使う」の実現に向け、基本戦術は「ホットスポットの持続的な活用
の推進」及び「生物多様性を活かした経済活性化」と定め、重点施策と既存施策を推進しま
す。  
 

２－１ 基本戦術「ホットスポットの持続的な活用の推進」 
（１）重点施策 

表 0-3 基本戦術「ホットスポットの持続的な活用の推進」・重点施策 

 
 
 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 ホ ッ ト ス ポ
ッ ト の 持 続
的 な 活 用 の
推進

B-1 サ サ ユ リ
の活用検討

・「市の希少植物」など別枠で認定
できないか検討する。

環境保全課 ・阿南高専 
・伊島ささゆり

保全の会

写真 0-1 竹紙を使った卒業証書ほか
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２－２ 基本戦術「生物多様性を活かした経済活性化」 
（１）重点施策 

表 0-4 基本戦術「生物多様性を活かした経済活性化」重点施策 

 
（２）既存施策 
表 0-5 基本戦術「生物多様性を活かした経済活性化」・既存施策 

コラム 18 徳島県内初 JGAP 団体認証取得（JA アグリあなん） 
GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）とは、農業において、食品安全、

環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のことです。 
JGAP（日本版農業生産工程管理）は単なる農薬使用のチェックリストではなく、農場の

組織づくりや責任分担についても関係する「農業経営体（個人・法人・団体）の品質管理体
制」を構築するための基準・手法として作られています。 

 JA アグリあなん JGAP グループは令和元年 5 月 1 日、県内初の JGAP 団体認証を JA ア
グリあなん選果場、加茂谷集荷場、すだち部会 16 農場で取得しました。これによって、持
続可能性の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営の改善や効率化に資するとともに、
消費者や実需者の信頼の確保が期待されます。  

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 生 物 多 様 性
を 活 か し た
経済活性化

B-２ホッ トス
ポ ッ ト を 活 用
し た 観 光 コ ン
テ ン ツ 創 生 支
援

・「生きもののまち阿南」ブランド
の観光開発へ提供できるコンテン
ツについて、ホットスポットの重
要性を啓発し、持続的な活用ルー
ルを制定しながら、ホットスポッ
ト関係者、地域の観光関連業者、生
物専門家等とともに検討する。

環境保全課 
観光交流課

・商工会議所 
・ホットスポッ
ト関係団体

 B-３希少 動植
物 ア ド プ ト 制
度 の 創 設 と 推
進 

絶滅のおそれのある生きものや植

物の生息環境を守る取組を支援し

ていただく「アドプト（里親）制度」

を創設し、活動スポンサー（協賛

金）とアドプト・ギフト（活動者）

による希少動植物の保全活動を推

進する。

環境保全課

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 生物多様性を活

かした経済活性

化

環境保全型農業に係る取組の推進 農林水産課

 自然を生かしたにぎわいの創出 ス ポ ー ツ 振
興課

・阿南農業協同
組合 
・商工会議所
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３．   基本戦略 C. ひとをつくる 

 自然や生きものに目を向け、正しい知識を持ち行動できる人づくりを充実させます。「基
本戦略 C.ひとをつくる」の実現に向け、基本戦術は「まずは知る・学ぶ」及び、「次世代の
担い手の育成」と定め、重点施策と既存施策を推進します。生物多様性の認知度を向上させ
ると同時に、阿南市ならではの取組であるホットスポットの認知度を向上させます。また、
豊かな自然とその恵みによる持続可能な地域づくりを次世代につなぐ、広い視野を持った
担い手を育成します。 
 

３－１基本戦術「まずは知る・学ぶ」 
（１）重点施策 

表 0-6 基本戦術「まずは知る・学ぶ」・重点施策 

 

図 0-1 阿南市学童展 特選（阿南二中・阿利彪賀さん） 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 ま ず は 知
る・学ぶ

C-1  科 学 セ ン
ターにおける生
物多様性学習の
充実

科学センターで実施される阿南市

全小学校対象とした授業におけ

る、生物多様性学習を充実する。

科 学 セ ン タ

ー

生物専門家

 C-2  生 物 多 様
性啓発ポスター
コンテストの充
実 

・子どもを対象とした、生物多様性

啓発ポスターを募集し、コンテス

トを実施する。

環境保全課 阿南市内小中学

校
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（２）既存施策 
表 0-7 基本戦術「まずは知る・学ぶ」・既存施策 

 
 

３－１  基本戦術「次世代の担い手育成」 
（１）重点施策 

表 0-8 基本戦術「次世代の担い手育成」・重点施策 

 

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 ま ず は 知
る・学ぶ 

学校教育・生涯教育における自然環境教育の充実 学校教育課

 子どもの自然体験活動の推進 生涯学習課 ・ホットスポッ
ト関係団体

 食育の推進 保 健 セ ン タ
ー

 こどもエコクラブによる環境学習の推進 環境保全課 ・ホットスポッ
ト関係団体

 阿南市環境保全推進功労者表彰の実施 環境保全課

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 次世代の担
い手の育成

C-３ 生物多様
性フォーラムの
実施

・本市の魅力に関する市民アンケ
ート調査では、「自然の豊かさ」が
常に上位にあります。この自然の
豊かさを次世代へつなぐため、生
物多様性保全と活用をテーマにし
た「生物多様性フォーラム」を実施
します。

環境保全課 ・阿南高専

 C-４ホットスポ

ッ ト 啓 発 冊 子

「ごっついあな

ん」の発行

ホットスポット啓発冊子「ごっつ

いあなん」は、2021 年 3 月に vol.1

を、2024 年 3 月に vol.2 を発行し

ました。ホットスポット等におけ

る自然環境の保全に係る人や活動

に関する動的な情報を発信するほ

か、生物多様性に関する最新の情

報を掲載し、市民啓発を図ります。

（3 年に一回発行）

環境保全課 ・阿南高専

 C-５ 子どもを
対象とする教育
プログラムの検
討

・身近な自然を正しく守る思考と
知識を持つ人づくりを推進するた
め、地域のステークホルダーや生
物専門家とともにホットスポット
等を活用した子どもを対象とする
教育プログラムを作成し、運営の
協力体制についても検討します。

環境保全課 
科 学 セ ン タ
ー

・ホットスポッ
ト関係団体 
・阿南高専
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4.     基本戦略 D. まちをつくる 
 自然の多様な機能を活用し、より安全、安心、快適なまちづくりを推進します。「基本戦
略 D.まちをつくる」の実現に向け、基本戦術は「生物多様性に配慮したまちづくり」及び、
「生物多様性を活かした防災・減災」と定め、重点施策と既存施策を推進します。 
 
4-１基本戦術「生物多様性に配慮したまちづくり」 
（１）重点施策 
表 0-9 基本戦術「生物多様性に配慮したまちづくり」・重点施策 

 
（２）既存施策 
表 0-10 基本戦術「生物多様性に配慮したまちづくり」・既存施策 

 
4-２基本戦術「生物多様性を活かした防災・減災」 
（１）既存施策 
表 0-11 基本戦術「生物多様性を活かした防災・減災」・既存施策 

 
 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 生物 多 様 性 に
配慮 し た ま ち
づくり

D-1 グリーンイ
ンフラを生かし
たまちづくりの
検討

・市街地における緑地、海岸松
林、街路樹等は、市民にとって
憩いとなるだけでなく、日陰や
風を提供するとともに、台風や
豪雨の被害を軽減する機能も
あります。自然と調和した快適
で暮らし安いまちづくりの実
現に向け、グリーンインフラを
活用したまちづくりを検討し
ます。

都市政策課 ・国交省那賀川
河川事務所 
・阿南高専

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 生物多様性に配
慮したまちづく
り

自然環境に配慮した市街地の整備 都市政策課
 多面的農地保全の推進 農林水産課、

農地整備課
 健全な公園緑地の維持管理 都市政策課

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 生物多様性を活
かした防災・減
災

保安林の整備や造林事業の促進 農林水産課
 自然環境に配慮した河川・道路整備事業の推進 土木課
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コラム 19 大潟町漁港改修工事におけるシオマネキへの配慮 
大潟漁港の改修事業に伴う埋め立て工事は，平成 2 年から継続されてきましたが、平成

15 年 7 月に干潟部の北側を中心にシオマネキやハクセンシオマネキが多数生息しているこ
とが明らかになりました。埋め立て工事は中断され、現状把握のための調査が行われ、25
種の甲殻類（うち 15 種がカニ類）
と 41 種の貝類が確認されました。
事業計画の見直しが行われ、漁港
充実に必要な面積・設備を確保し
つつ、埋め立て面積や漁港の形状
を変更し，当初の埋め立て面積
37,990m2 から 4,860ｍ2 への大幅な
縮小が行われました。最終的に
は、シオマネキの分布域や干潟の
大半をそのまま残すことになり、
希少種と漁港の共存が図られました(写真 4-2)。令和元年現在、大潟町のシオマネキをは
じめとする希少種は順調に生息しています。   

阿南高専 大田直友 
 
 
 

 

写真 0-2 干潟の希少種と共存を図った大潟漁港
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5.     基本戦略 E. 協働する 

 基本戦略 A.～D.の項目を実現するためには、多様な立場および主体の協働が必要不可欠
です。協働とは、目的を共有し、多様な立場の個人や組織が自己意思決定のもと、協力して
活動する状態を示します。そのためには、目標を設定し、目標に向かうプロセスをデザイン
し、関係者がそれぞれの立場で役割を果たせるよう調整する、協働マネジメントが必要です。
「基本戦略 E.協働する」の実現に向け、基本戦術は「産学民官協働による推進」及び、「企
業等活動支援」と定め、重点施策と既存施策を推進します。 
 
5-１基本戦術「産学民官による推進」 
（１）重点施策 
表 0-12 基本戦術「産学民官協働による推進」・重点施策 

 
（２）既存施策 
表 0-13 基本戦術「産学民官協働による推進」・既存施策 

 
 
 
 
 
 
 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 産学民官協働に
よる推進

E-1 官民連携によ
る推進体制の構築

多様なステークホルダーと

の連携を強化し、生物多様

性保全及び活用の取組を促

進するため、調査・保全活

動・地域資源の活用・普及

啓発等が担える総合的な推

進体制の構築を推進しま

す。

環境保全課 ・阿南高専 
・科学センター

 基本戦術 既存施策 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 産学民官協働による推
進

推進協議会の運営 環境保全課 ・阿南高専
 阿南高専連携事業の推進 環境保全課 ・阿南高専
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5-２基本戦術「企業等活動支援」 
重点施策 
表 0-14 基本戦術「企業等活動支援」・重点施策 

 

 基本戦術 重点施策 内容 阿 南 市 担 当
部署

産学民官のステ
ークホルダー

 企業等活動支援 E-２民間資金の調
達の検討、推進

・生物多様性あなん戦略の
取組を応援していただける
個人や企業等からのふるさ
と納税や協賛金など、民間
資金等の調達に努め、課題
解決に向けた”意思ある”お
金を有効に活用します。

環境保全課 
商工戦略課

・阿南高専

 E-３多様なステー
クホルダーとの協
働の促進

・民間企業や関係機関等に
おける生物多様性保全及び
活用の取組を促進し、官民
が協働して自然共生社会の
実現を目指します。

環境保全課 ・取組事業所 
・阿南高専

図 0-2 阿南市生物多様性ホットスポットロゴマーク

□デザインコンセプト 
阿南市生物多様性ホットスポットとし

て選定された地域（６か所）とそのシンボ
ル的生物（６種）」をモチーフにデザイン
しています。 

形式としては、野球やサッカーなどに
おける“背番号”に見立てたものになって
おり、それぞれの地域で保全活動に勤し
む方々を一つの“チーム”に例えたもので
す。 

数字の「６」の中には、６種の生物が６
色で描かれていますが、これは筆運びの
流れに沿って、空→森→土→川→干潟→
海に至るようにレイアウトしてあり、自
然や生物の「繋がり」「多様性」を表現し
ています。（デザイン 小部 博正）
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施策体系一覧 
 生物多様性あなん戦略の施策体系一覧を表 4-15 に示す。 
表 0-15 生物多様性あなん戦略施策一覧 

 

 基本戦略 基本戦術 重点施策 既存施策
 A. 自 然 を 守

る・再生する
・ホットスポ
ッ ト を は じ
め、貴重な自
然 の 保 全 と
再生

A-1 生物多様性ホットスポットの
拡充と新たな価値の創造 
A-2 生物多様性増進活動への申請
の検討及び支援 
A-3 中林海岸松林における官民一
体の保全活用推進

・外来種対策の推進 
・ホットスポットの保全活動の

推進 
・阿南市ウミガメ保護条例の順

守 
・文化財の保護と活用の推進 
・自然環境ボランティアの推進 
・有害鳥獣対策の推進 
・竹林対策

 B. 自 然 を 賢
く使う

・ホットスポ
ッ ト の 持 続
的 な 活 用 の
推進

B-1 ササユリの活用検討

 ・生物多様性
を 生 か し た
経済活性化

B-２ホットスポットを活用した観光
コンテンツ創生支援 
B-３希少動植物アドプト制度の創設
と推進

・環境保全型農業にかかる取組
の推進 

・自然を生かしたにぎわいの創
出

 C. ひ と を つ
くる

・ ま ず は 知
る・学ぶ

C-1 科学センターにおける生物多
様性学習の充実 
C-2 生物多様性啓発ポスターコン
テストの充実

・学校教育・生涯教育における自
然環境教育の充実 

・子どもの自然体験活動の推進 
・食育の推進 
・こどもエコクラブによる環境

学習の推進 
・阿南市環境保全推進功労者表

彰の実施
 ・次世代の担

い手の育成
C-３ 生物多様性フォ-ラムの実施
C-４ ホットスポット啓発冊子『ご
っついあなん』の発行 
C-５ 子どもを対象とする教育プ
ログラムの検討

 D. ま ち を つ
くる

・生物多様性
に 配 慮 し た
まちづくり

D-1 グリーンインフラを生かしたま
ちづくりの検討

・自然環境に配慮した市街地の
整備 

・多面的農地保全の推進 
・健全な公園緑地の維持管理 
・地域特性を生かした景観形成

 ・生物多様性
を 生 か し た
防災・減災

D-2 グリーンインフラとしての阿南
市東部の松林整備の検討

・保安林の整備や造林事業の促
進 

・自然環境に配慮した河川・道路
整備事業の推進 

 

 E.協働する ・産学民官協
働 に よ る 推
進

E-1 官民連携による推進体制の構築 ・推進協議会の運営 
・阿南高専連携事業の推進

 ・企業等活動
支援

E-2 民間資金の調達の検討、推進 
E-3 多様なステークホルダーとの協
働の促進
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 第５章 推進体制と進行管理 

１． 推進体制と各主体の役割 

１－１推進体制 
 生物多様性あなん戦略の推進には、市民、市民団体、事業者、教育機関、研究機関、阿南
市など、多様な主体の協力と連携が必要です。 

阿南市、関係各課、阿南工業高等専門学校、ホットスポット関係団体による「生物多様性
あなん戦略推進協議会」を設置し、協働による戦略の推進を図ります。（図 5-1） 
 
●阿南市環境政策会議 
 本市の環境基本計画等の策定に関すること及び環境保全に係る企画調査・研究に関する
こと。また、庁内関係課等の連絡及び調整を図るなど、環境行政の総合的な事務処理に資す
るため、阿南市環境政策会議（以下「政策会議」という。）を設置する。 
 
●生物多様性あなん戦略推進協議会 
 環境保全課、関係各課、阿南工業高等専門学校及び、ホットスポット関係団体とともに、
「生物多様性あなん戦略推進協議会」を設置し、重点施策毎の行動計画の作成、戦略の推進
及び、自己評価を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①推進協議会における自己評価 
②環境政策会議に報告 
③環境審議会へ諮問 
④環境審議会から答申 
⑤答申を施策の推進に反映 
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図 0-1 生物多様性あなん戦略推進体制 
 
１－２各主体の役割 
⑴市民の役割 
 市民の方々には、生物多様性の恵みが私たちの暮らしを支えていることを認識し、生物多
様性に配慮したライフスタイルを実践することが望まれます。徳島県は※エシカル消費の先
進地であり、様々なイベントや取組が行われています。また、家族や特に子ども達へ自然の
大切さや自然と共に暮らすための知恵を伝えていくことが大切です。地域内外における自
然や生きものとの触れ合いの場づくりや、生物多様性の保全・再生・活用に関する活動への
参加が期待されます。 
 ※エシカル消費：消費者それぞれが「環境」「人や社会」「地域」における社会的課題の解
決を考慮しながら商品やサービスを選択したり、そうした社会的課題の解決に取り組んで
いる事業者の商品を積極的に購入して応援することです。 
 
⑵市民団体の役割 
 市民団体には、市民の生物多様性の保全・再生・活用に資する活動を組織的に実践すると
ともに、あなん戦略の推進において、行動及び評価等への積極的な参加が期待されます。ま
た、団体の特性に応じて、生物多様性に関する情報、体験や学習の機会の提供に努めるとと
もに、生物多様性の保全・再生・活用の担い手となる人材の育成や生物多様性に配慮したラ
イフスタイルに向けた取組などが期待されます。 
 

阿南市環境政策会議

阿南
高専

関係団体

市民団体 事業者 教育・研究機関

阿南市

連携 

生物多様性あなん戦略推
進協議会 
 
  ①

阿南市環境審議会

市民

環境保全課

関係各課

② ⑤

③

④
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⑶事業者の役割 
 事業者には、生物多様性の保全・再生・活用に配慮した事業活動が求められます。生物多
様性の様々な恵みによって事業活動が実施できていることを認識し、生物多様性の保全・再
生・活用に資する社会貢献活動やその現場を担う市民団体等への支援等が期待されます。 
 
⑷教育機関の役割 
 保育所、幼稚園等の幼児を対象とする教育機関では、保育や教育の中に、地域の自然とか
かわる遊びや学びの活動を推進し、豊かな感性や生命を大切にする心を育むことが期待さ
れます。学校においては、阿南市の豊かな自然に誇りと愛着を持ち、主体的に行動できる子
どもを育みます。阿南市科学センター等の社会教育施設を活用し、ホットスポット保全団体
等と連携し、生物多様性に関する教育普及の活動を推進します。 
 
⑸阿南市の役割 
 阿南市は、生物多様性あなん戦略を着実に実施するため、第 3 章に掲げる基本理念の実
現に向けた各施策を実行するとともに、単独の課では困難な施策については、生物多様性あ
なん戦略推進協議会での検討を行い、関係各課の連携により推進します。 
 また、生物多様性あなん戦略を市民に浸透させるための普及・啓発と国や徳島県等への働
きかけや連携・協力を進めていかなければなりません。また、流域や広域連携を視野に入れ
た取組の推進も重要です。 
 

２． 進行管理 

戦略の進行管理は、PDCA のマネジメントサイクルにより行います（図 5-2）。行動計画
の進捗検証については、生物多様性あなん戦略推進協議会が毎年自己評価を行い、政策会議
が取りまとめ、阿南市環境審議会へ報告します。 

計画年度の中間にあたる 2024 年には、環境保全課及び政策会議が中心となり、戦略全体
の中間評価として、現状や進行における課題の分析を行い、適切な見直しを行います。 
 
●阿南市環境審議会 

環境基本法第 44 条および、阿南市環境基本条例第 8 条に基づく有識者等からなる会議で、
生物多様性あなん戦略の進捗を客観的に評価します。 
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図 0-2 進行管理イメージ図 
 
 
 

 

Plan

(生物多様性あなん戦略)

Do

•施策を実施する

Check

•施策を評価する

Action

•原因分析を行う

阿南市環境
審議会

阿南市ほか、各
主体

生物多様性
あなん戦略
推進協議会

生物多様性
あなん戦略
推進協議会

自己評価第三者評価
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